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条 例 

 

江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利

用及び提供に関する条例の一部を改正する条例を

公布する。 

令和６年１０月２１日 

江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区条例第３５号 

   江東区個人番号の利用並びに特定個人情報

の利用及び提供に関する条例の一部を改正

する条例 

 江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利

用及び提供に関する条例（平成２７年１２月江東

区条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３号中「第２条第８項」を「第２条第

９項」に改め、同条第４号中「第２条第１２項」

を「第２条第１３項」に改め、同条第５号中「第

２条第１４項」を「第２条第１５項」に改める。 

 別表第２の３３の項中「児童手当若しくは特例

給付の支給に関する情報」を「児童手当の支給に

関する情報（以下「児童手当関係情報」とい

う。）」に改め、同表３４の項、４３の項及び４

４の項中「児童手当法による児童手当若しくは特

例給付の支給に関する情報」を「児童手当関係情

報」に改め、同表４５の項中「又は特例給付」を

削り、同表４６の項及び４７の項中「児童手当法

による児童手当若しくは特例給付の支給に関する

情報」を「児童手当関係情報」に改め、同表４８

の項中「児童扶養手当関係情報」の次に「、児童

手当関係情報」を加える。 

 別表第３の３の項中「又は特例給付」を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、

第２条の改正規定は、規則で定める日から施行す

る。 

                    

江東区職員の育児休業等に関する条例の一部を

改正する条例を公布する。 

令和６年１０月２１日 

江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区条例第３６号 

   江東区職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例 

 江東区職員の育児休業等に関する条例（平成４

年３月江東区条例第２５号）の一部を次のように

改正する。 

 第１５条第２項中「育児時間又は勤務時間条

例」を「育児時間、勤務時間条例」に改め、「に

よる介護時間」の次に「又は勤務時間条例第１６

条の３第１項若しくは幼稚園教育職員勤務時間条

例第１８条の３第１項の規定による子育て部分休

暇」を加え、「又は当該介護時間」を「、当該介

護時間又は当該子育て部分休暇」に改め、同条第

３項ただし書中「又は介護時間」を「、介護時間

又は子育て部分休暇」に、「又は当該介護時間」

を「、当該介護時間又は当該子育て部分休暇」に

改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

                    

江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和６年１０月２１日 

江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区条例第３７号 

   江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例の一部を改正する条例 

 江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例（平成１０年３月江東区条例第８号）の一部

を次のように改正する。 

 第９条の２第１項及び第２項中「第９条の４第

１項及び第３項」の次に「並びに第１６条の３第

１項」を加える。 

 第１６条の２の次に次の１条を加える。 

（子育て部分休暇） 

第１６条の３ 任命権者は、職員（育児短時間勤

務職員等を除く。）が満６歳に達する日の翌日

以後の最初の４月１日から満１２歳に達する日

以後の最初の３月３１日までの間にある当該職

員の子その他規則で定める子を養育するため、

１日の勤務時間の一部につき勤務しないことが

相当であると認められる場合における休暇とし

て、子育て部分休暇を承認するものとする。 

２ 子育て部分休暇に関しその期間その他の必要

な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定

める。 

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

                    

江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正す

る条例を公布する。 

令和６年１０月２１日 

江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区条例第３８号 
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   江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学

校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一

部を改正する条例 

 江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師の公務災害補償に関する条例（平成１４年３

月江東区条例第２９号）の一部を次のように改正

する。 

 第１２条第２項第１号中「１７２，５５０円」

を「１７７，９５０円」に改め、同項第２号中

「７７，８９０円」を「８１，２９０円」に改め、

同項第３号中「８６，２８０円」を「８８，９８

０円」に改め、同項第４号中「３８，９００円」

を「４０，６００円」に改める。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の

江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師の公務災害補償に関する条例（以下「新条

例」という。）の規定は、令和６年４月１日

（以下「適用日」という。）から適用する。 

（経過措置） 

２ 新条例第１２条第２項の規定は、適用日以後

に支給すべき事由が生じた介護補償について適

用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護

補償については、同項の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 

                    

江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例を公布す

る。 

令和６年１０月２１日 

江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区条例第３９号 

   江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例（平成１２年３月江東区条例第

４７号）の一部を次のように改正する。 

第１１条第１項及び第２項中「第１１条の３第

１項及び第３項」の次に「並びに第１８条の３第

１項」を加える。 

 第１８条の２の次に次の１条を加える。 

（子育て部分休暇） 

第１８条の３ 教育委員会は、職員（育児短時間

勤務職員等を除く。）が満６歳に達する日の翌

日以後の最初の４月１日から満１２歳に達する

日以後の最初の３月３１日までの間にある当該

職員の子その他教育委員会規則で定める子を養

育するため、１日の勤務時間の一部につき勤務

しないことが相当であると認められる場合にお

ける休暇として、子育て部分休暇を承認するも

のとする。 

２ 子育て部分休暇に関しその期間その他の必要

な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員

会規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

                    

江東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

を公布する。 

令和６年１０月２１日 

江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区条例第４０号 

   江東区国民健康保険条例の一部を改正する

条例 

 江東区国民健康保険条例（昭和３４年１１月江

東区条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 第６条中「第３６条第１項」の次に「及び第５

４条の３第４項」を加える。 

 第９条の２中「第５２条」の次に「及び第５４

条の３第４項」を加える。 

 第９条の３中「第５２条の２」の次に「及び第

５４条の３第４項」を加える。 

 第９条の４中「第５３条」の次に「及び第５４

条の３第４項」を加える。 

 第９条の５中「及び第５４条の３第３項から第

５項」を「並びに第５４条の３第４項及び第７項

から第９項」に改める。 

 第９条の６中「第５４条の２」の次に「及び第

５４条の３第４項」を加える。 

 第２４条中「区長は」を「区長は、」に、「よ

つて」を「よって」に、「６箇月」を「６月（急

患等として保険医療機関等を受診した被保険者に

係る保険料の納付については、当該被保険者の資

力の活用が可能となるまでの期間として１年）」

に、「に限つて」を「を限って」に改める。 

 第２８条中「第９項」を「第５項」に、「若し

くは虚偽の届出をし、又は同条第３項若しくは第

４項の規定により被保険者証の返還を求められて

これに応じない」を「又は虚偽の届出をした」に

改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１２月２日から施行す

る。 

（経過措置） 
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２ この条例による改正後の第２４条の規定は、

令和６年度分の保険料のうち令和６年１２月以

後の期間に係るもの及び令和７年度以後の年度

分の保険料について適用し、令和６年度分の保

険料のうち令和６年１１月以前の期間に係るも

の及び令和５年度以前の年度分の保険料につい

ては、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の日前にした行為及び行政手

続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律等の一部を改正する法律の

一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措

置に関する政令（令和６年政令第２６０号）第

９条の規定によりなお従前の例によることとさ

れる場合におけるこの条例の施行の日以後にし

た行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規 則 

 

 江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利

用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則を公布する。 

  令和６年１０月２１日 

江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第８０号 

   江東区個人番号の利用並びに特定個人情報

の利用及び提供に関する条例施行規則の一

部を改正する規則 

江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利

用及び提供に関する条例施行規則（平成２７年１

２月江東区規則第７６号）の一部を次のように改

正する。 

別表第２の３３の項中「（同法附則第２条第３

項において準用する場合を含む。以下同じ。）の

児童手当又は特例給付（同法附則第２条第１項の

給付をいう。以下同じ。）の支給に関する情報」

を「の児童手当の支給に関する情報（以下「児童

手当支給関係情報」という。）」に、「児童手当

法第８条第１項の児童手当又は特例給付の支給に

関する情報」を「児童手当支給関係情報」に改め、

同表３４の項、４３の項及び４４の項中「児童手

当法第８条第１項の児童手当又は特例給付の支給

に関する情報」を「児童手当支給関係情報」に改

め、同表４５の項中「（同法附則第２条第３項に

おいて準用する場合を含む。）及び同法附則第２

条第３項」を削り、「適用し、又は準用」を「適

用」に改め、「又は特例給付（同法附則第２条第

１項の給付をいう。以下同じ。）」を削り、「除

き、同法附則第２条第３項において準用する場合

を含む」を「除く」に改め、同表４６の項及び４

７の項中「児童手当法第８条第１項の児童手当又

は特例給付の支給に関する情報」を「児童手当支

給関係情報」に改め、同表４８の項中 
「 当該申請を行う者又は当該者の児童、配偶

者若しくは扶養義務者に係る児童扶養手当

支給関係情報 

 

 

」 

を 

「 当該申請を行う者又は当該者の児童、配偶

者若しくは扶養義務者に係る児童扶養手当

支給関係情報 

 

 

 

 

」 

当該申請を行う者又は当該者の児童若しく

は配偶者に係る児童手当支給関係情報 

に、 
「 当該届出を行う者又は当該者の児童、配偶

者若しくは扶養義務者に係る児童扶養手当

 

 



（第 921 号）             江 東 区 公 報    令和 6 年 11月 15日（金曜日） 

 

 

 

6 

支給関係情報 」 

を 
「 当該届出を行う者又は当該者の児童、配偶

者若しくは扶養義務者に係る児童扶養手当

支給関係情報 

 

 

 

 

」 

当該届出を行う者又は当該者の児童若しく

は配偶者に係る児童手当支給関係情報 

に改める。 

別表第３の３の項中「又は特例給付」を削る。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

 江東区知的障害者福祉法施行細則等の一部を改

正する規則を公布する。 

  令和６年１０月２１日 

江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第８１号 

   江東区知的障害者福祉法施行細則等の一部

を改正する規則 

（江東区知的障害者福祉法施行細則の一部改正） 

第１条 江東区知的障害者福祉法施行細則（昭和

４０年３月江東区規則第６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別記第８号様式中「印」を削る。 

 別記第１２号様式中「取扱責任者印」を「取

扱責任者名」に改める。 

 別記第１６号様式中「○印 」を削る。 

（江東区指定特定相談支援事業者及び指定障害児

相談支援事業者の指定等に関する規則の一部改

正） 

第２条 江東区指定特定相談支援事業者及び指定

障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

（平成２４年３月江東区規則第１６号）の一部

を次のように改正する。 

  別記第１号様式及び別記第８号様式中「印」

を削る。 

（江東区心身障害者福祉手当条例施行規則の一部

改正） 

第３条 江東区心身障害者福祉手当条例施行規則

（昭和４９年１０月江東区規則第４５号）の一

部を次のように改正する。 

 別記第１号様式中「印」を削る。 

 別記第２号様式中「○印 」を削る。 

（障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱

細則の一部改正） 

第４条 障害児福祉手当及び特別障害者手当等事

務取扱細則（昭和６１年３月江東区規則第１７

号）の一部を次のように改正する。 

  別記第５号様式中「受領印」を「受領者名」

に、「取扱者印」を「取扱者名」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区知的障害者福祉法施行細則、江東区指

定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援

事業者の指定等に関する規則、江東区心身障害

者福祉手当条例施行規則及び障害児福祉手当及

び特別障害者手当等事務取扱細則の別記様式に

よる用紙で、現に残存するものは、所要の修正

を加え、なお使用することができる。 

                    

 水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補

償に関する条例施行規則等の一部を改正する規則

を公布する。 

  令和６年１０月２１日 

江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第８２号 

   水防又は応急措置の業務に従事した者の損

害補償に関する条例施行規則等の一部を改

正する規則 

（水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補

償に関する条例施行規則の一部改正） 

第１条 水防又は応急措置の業務に従事した者の

損害補償に関する条例施行規則（昭和４３年８

月江東区規則第３０号）の一部を次のように改

正する。 

  第１号様式、第３号様式、第４号様式、第６

号様式中「○印 」を削る。 

第７号様式中「○印 」を削り、 

「 住      所 押 印  

    

    

    

    

   」 

 を 

「 住          所  
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  」 

 に改め、第１１号様式から第１４号様式まで及

び第１８号様式中「○印 」を削る。 

（江東区駐車場条例施行規則の一部改正） 

第２条 江東区駐車場条例施行規則（昭和６０年

４月江東区規則第２５号）の一部を次のように

改正する。 

  別記第３号様式中「取扱者印」を「取扱者

名」に改める。 

（江東区議会政務活動費の交付に関する条例施行

規則の一部改正） 

第３条 江東区議会政務活動費の交付に関する条

例施行規則（平成１３年３月江東区規則第５

号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式、別記第４号様式及び別記第

７号様式から別記第９号様式までの規定中

「○印 」を削る。 

別記第１１号様式中「印」を削る。 

（江東区自動車管理規則の一部改正） 

第４条 江東区自動車管理規則（昭和４３年４月

江東区規則第２１号）の一部を次のように改正

する。 

  別記第４号様式中  

「 運転者 

              印 印 
」 

 を 

「 運転者 

               
」 

 に改める。 

（江東区公益財団法人に対する助成等に関する条

例施行規則の一部改正） 

第５条 江東区公益財団法人に対する助成等に関

する条例施行規則（昭和６１年３月江東区規則

第２４号）の一部を次のように改正する。 

別記第４号様式及び別記第７号様式中「印」

を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の水防又は応急措置の業務に従事した者の損害

補償に関する条例施行規則、江東区駐車場条例

施行規則、江東区議会政務活動費の交付に関す

る条例施行規則、江東区自動車管理規則及び江

東区公益財団法人に対する助成等に関する条例

施行規則の別記様式による用紙で、現に残存す

るものは、所要の修正を加え、なお使用するこ

とができる。 

                    

 江東区国民健康保険条例施行規則の一部を改正

する規則を公布する。 

  令和６年１０月２１日 

江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第８３号 

   江東区国民健康保険条例施行規則の一部を

改正する規則 

 江東区国民健康保険条例施行規則（昭和３４年

１１月江東区規則第５号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条中「、医師又は助産婦の証明若しくは戸

籍の証明を得て」を削る。 

 第３条中「、医師又は戸籍の証明を得て」を削

る。 

 第５条第２項中「６月」の次に「（急患等とし

て保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部

負担金については、当該被保険者の資力の活用が

可能となるまでの期間として１年）」を加える。 

 別記第１号様式及び別記第２号様式を次のよう

に改める。
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別記第１号様式（第２条関係） 
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別記第２号様式（第３条関係） 
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別記第１１号様式及び別記第１２号様式を次の

ように改める。
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別記第１１号様式（第３条の１０関係） 
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別記第１２号様式（第３条の１０関係） 

 
別記第１８号様式を次のように改める。
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別記第１８号様式（第５条関係） 

 

 
   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年１２月２日から施行す

る。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区国民健康保険条例施行規則の別記様式

による用紙で、現に残存するものは、所要の修

正を加え、なお使用することができる。 

                    

 江東区国民健康保険高額療養費資金貸付基金条

例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年１０月２１日 

江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第８４号 

   江東区国民健康保険高額療養費資金貸付基

金条例施行規則の一部を改正する規則 
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 江東区国民健康保険高額療養費資金貸付基金条

例施行規則（昭和５２年９月江東区規則第４４

号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「、国民健康保険被保険者証を

提示して」を削る。 

 第５条中「国民健康保険高額療養費資金請求書

等と引き換えに」を「規定により資金の請求を受

けたときは、請求者に対し、速やかに」に改める。 

 別記第１号様式から別記第７号様式までを次の

ように改める。
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別記第１号様式（第２条関係） 
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別記第２号様式（第３条関係） 
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別記第３号様式（第４条関係） 
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別記第４号様式（第４条関係） 
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別記第５号様式（第４条関係） 
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別記第６号様式（第６条関係） 
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別記第７号様式（第７条関係） 

 
 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年１２月２日から施行す

る。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区国民健康保険高額療養費資金貸付基金

条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残

存するものは、所要の修正を加え、なお使用す

ることができる。 

                    

 江東区国民健康保険出産費資金貸付基金条例施

行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年１０月２１日 

江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第８５号 

   江東区国民健康保険出産費資金貸付基金条

例施行規則の一部を改正する規則 

 江東区国民健康保険出産費資金貸付基金条例施

行規則（平成１３年１０月江東区規則第５４号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条中「、国民健康保険被保険者証を提示し

て」を削る。 

 別記第１号様式から別記第５号様式までを次の

ように改める。
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別記第１号様式（第２条関係） 
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別記第２号様式（第３条関係） 
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別記第３号様式（第３条関係） 
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別記第４号様式（第４条関係） 
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別記第５号様式（第４条関係） 

 
 別記第７号様式を次のように改める。
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別記第７号様式（第７条関係） 

 
   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年１２月２日から施行す

る。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区国民健康保険出産費資金貸付基金条例

施行規則の別記様式による用紙で、現に残存す

るものは、所要の修正を加え、なお使用するこ

とができる。 

                    

 江東区区民農園条例施行規則の一部を改正する

規則を公布する。 

  令和６年１０月２１日 

江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第８６号 

   江東区区民農園条例施行規則の一部を改正

する規則 

江東区区民農園条例施行規則（平成１０年３月

江東区規則第２７号）の一部を次のように改正す
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る。 

別記第２号様式中「印」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区区民農園条例施行規則の別記第２号様

式による用紙で、現に残存するものは、所要の

修正を加え、なお使用することができる。 

                    

 江東区公の施設に係る指定管理者の指定手続等

に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公

布する。 

  令和６年１０月２１日 

江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第８７号 

   江東区公の施設に係る指定管理者の指定手

続等に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則 

江東区公の施設に係る指定管理者の指定手続等

に関する条例施行規則（平成１６年１２月江東区

規則第６４号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式中「印」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区公の施設に係る指定管理者の指定手続

等に関する条例施行規則の別記第１号様式によ

る用紙で、現に残存するものは、所要の修正を

加え、なお使用することができる。 

                    

 江東区契約事務規則の一部を改正する規則を公

布する。 

  令和６年１０月２１日 

江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第８８号 

   江東区契約事務規則の一部を改正する規則 

 江東区契約事務規則（昭和３９年３月江東区規

則第１１号）の一部を次のように改正する。 

 第２４条各号列記以外の部分中「並びに」を

「及び」に改め、同条第１号中「契約書の」を

「契約書（契約内容を記録した電磁的記録を含む。

第４２条第２項及び第３項を除き、以下同じ。）

の」に、「当事者双方が契約書に記名押印した

後」を「当該契約の確定後」に改める。 

 第４２条第１項中「２通」を削り、同条に次の

１項を加える。 

４ 契約担当者は、契約内容を記録した電磁的記

録を作成するときは、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２３４条第５項の規定による

総務省令で定める措置を講ずるものとする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年１１月１日から施行す

る。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の江東区契約事務規則

の規定は、この規則の施行の日以後に締結する

契約について適用し、同日前に締結した契約に

ついては、なお従前の例による。 

                    

 江東区私立保育所等施設整備資金融資基金条例

施行規則等の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年１０月３１日 

江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第８９号 

   江東区私立保育所等施設整備資金融資基金

条例施行規則等の一部を改正する規則 

（江東区私立保育所等施設整備資金融資基金条例

施行規則の一部改正） 

第１条 江東区私立保育所等施設整備資金融資基

金条例施行規則（昭和５９年４月江東区規則第

２７号）の一部を次のように改正する。 

  別記第１号様式中「印」を削る。 

  別記第２号様式、別記第４号様式、別記第５

号様式及び別記第９号様式中「○印 」を削る。 

（江東区児童館条例施行規則の一部改正） 

第２条 江東区児童館条例施行規則（昭和４４年

４月江東区規則第２４号）の一部を次のように

改正する。 

  別記第３号様式中「印」を削る。 

（江東区子どもの医療費の助成に関する条例施行

規則の一部改正） 

第３条 江東区子どもの医療費の助成に関する条

例施行規則（平成４年１２月江東区規則第６２

号）の一部を次のように改正する。 

  別記第２号様式中「○印 」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前
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の江東区私立保育所等施設整備資金融資基金条

例施行規則、江東区児童館条例施行規則及び江

東区子どもの医療費の助成に関する条例施行規

則の別記様式による用紙で、現に残存するもの

は、所要の修正を加え、なお使用することがで

きる。 

                    

 江東区スポーツネット利用者登録に関する規則

及び江東区中小企業融資基金条例施行規則の一部

を改正する規則を公布する。 

  令和６年１０月３１日 

江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第９０号 

   江東区スポーツネット利用者登録に関する

規則及び江東区中小企業融資基金条例施行

規則の一部を改正する規則 

（江東区スポーツネット利用者登録に関する規則

の一部改正） 

第１条 江東区スポーツネット利用者登録に関す

る規則（平成２１年３月江東区規則第３８号）

の一部を次のように改正する。 

  別記第１号様式中 

「 会社名           印  

 代表者           印 」 

 を 

「 会社名             

 代表者            」 

 に改める。 

（江東区中小企業融資基金条例施行規則の一部改

正） 

第２条 江東区中小企業融資基金条例施行規則

（昭和４４年３月江東区規則第９号）の一部を

次のように改正する。 

別記第４号様式中「○印 」を削る。 

別記第５号様式中「印」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区スポーツネット利用者登録に関する規

則及び江東区中小企業融資基金条例施行規則の

別記様式による用紙で、現に残存するものは、

所要の修正を加え、なお使用することができる。 

                    

 江東区死体解剖保存法施行細則等の一部を改正

する規則を公布する。 

  令和６年１０月３１日 

江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第９１号 

   江東区死体解剖保存法施行細則等の一部を

改正する規則 

（江東区死体解剖保存法施行細則の一部改正） 

第１条 江東区死体解剖保存法施行細則（平成１

２年３月江東区規則第４８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第１号様式中「印」を削る。 

（江東区理容師法施行条例施行規則の一部改正） 

第２条 江東区理容師法施行条例施行規則（平成

２４年３月江東区規則第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別記第３号様式中「照合印」を「照合者名」

に改める。 

（江東区美容師法施行条例施行規則の一部改正） 

第３条 江東区美容師法施行条例施行規則（平成

２４年３月江東区規則第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別記第３号様式中「照合印」を「照合者名」

に改める。 

（江東区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例

施行規則の一部改正） 

第４条 江東区住宅宿泊事業の適正な運営に関す

る条例施行規則（平成３０年３月江東区規則第

４号）の一部を次のように改正する。 

 別記様式中「印」を削る。 

（江東区感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律施行細則の一部改正） 

第５条 江東区感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律施行細則（平成１１年

３月江東区規則第２４号）の一部を次のように

改正する。 

  別記第１９号様式、別記第２１号様式及び別

記２２号様式中「印」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区死体解剖保存法施行細則、江東区理容

師法施行条例施行規則、江東区美容師法施行条

例施行規則、江東区住宅宿泊事業の適正な運営

に関する条例施行規則及び江東区感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法律施

行細則の別記様式による用紙で、現に残存する

ものは、所要の修正を加え、なお使用すること

ができる。 
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 江東区職員の結核休養に関する条例施行規則等

の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年１０月３１日 

江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第９２号 

   江東区職員の結核休養に関する条例施行規

則等の一部を改正する規則 

（江東区職員の結核休養に関する条例施行規則の

一部改正） 

第１条 江東区職員の結核休養に関する条例施行

規則（昭和３０年４月江東区規則第４号）の一

部を次のように改正する。 

  別記第１号様式、別記第２号様式及び別記第

８号様式中「○印 」を削る。 

（江東区職員の育児休業等に関する条例施行規則

の一部改正） 

第２条 江東区職員の育児休業等に関する条例施

行規則（平成４年３月江東区規則第１１号）の

一部を次のように改正する。 

別記第６号様式中「印」を削る。 

（江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例施行規則の一部改正） 

第３条 江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する条例施行規則（平成１０年３月江東区規

則第３２号）の一部を次のように改正する。 

  別記第２号の２様式、別記第３号の２様式及

び別記第３号の３様式中 

「 氏名     印 」 

 を 

「 氏名      」 

 に改める。 

  別記第３号の４様式から別記第３号の６様式

まで及び別記第５号様式中「印」を削る。 

（江東区職員の給与に関する条例施行規則の一部

改正） 

第４条 江東区職員の給与に関する条例施行規則

（昭和３７年１２月江東区規則第１１号）の一

部を次のように改正する。 

  別記第２号様式中 

「 
氏名     ○印  」 

 を 

「 
 

氏名      
」 

に改める。 

別記第３号様式中「○印 」を削る。 

  別記第４号様式中「 印 」を削る。 

（江東区職員の住居手当に関する規則の一部改

正） 

第５条 江東区職員の住居手当に関する規則（昭

和４６年３月江東区規則第７号）の一部を次の

ように改正する。 

別記様式中 

「 フリガナ 

氏  名 

 
○印  

 

  」 

 を 

「 フリガナ 

氏  名 

  

  」 

 に改める。 

（江東区職員の単身赴任手当に関する規則の一部

改正） 

第６条 江東区職員の単身赴任手当に関する規則

（平成２年８月江東区規則第３５号）の一部を

次のように改正する。 

別記第１号様式中 

「 氏名        印 」 

 を 

「 氏名         」 

に改める。 

（江東区職員の退職手当に関する条例施行規則の

一部改正） 

第７条 江東区職員の退職手当に関する条例施行

規則（昭和３２年７月江東区規則第４号）の一

部を次のように改正する。 

  別記第１号様式、別記第２号様式、別記第４

号様式から別記第５号様式まで及び別記第７号

様式中「○印 」を削る。 

  別記第８号様式中「○印 」及び「印」を削る。 

  別記第９号様式中「印」を削る。 

  別記第１０号様式及び別記第１１号様式中

「○印 」及び「印」を削る。 

  別記第１３号様式中 

「 氏    名 印  

    

    

    

    

    

    

    

    

https://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/page/SJMainMenu.jsf
https://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/page/SJMainMenu.jsf
https://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/page/SJMainMenu.jsf
https://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/page/SJMainMenu.jsf
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   」 

 を 

「 氏        名  

   

   

   

   

   

   

   

   

  」 

 に改め、「印」を削る。 

  別記第１４号様式から別記第１５号の４様式

まで及び別記第１７号様式から別記第１８号の

３様式までの規定中「○印 」を削る。 

  別記第２１号様式中「○印 」を削り、 

「 公共職業安定所長     印 」 

 を 

「 公共職業安定所長 」 

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区職員の結核休養に関する条例施行規則、

江東区職員の育児休業等に関する条例施行規則、

江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例施行規則、江東区職員の給与に関する条例

施行規則、江東区職員の住居手当に関する規則、

江東区職員の単身赴任手当に関する規則及び江

東区職員の退職手当に関する条例施行規則の別

記様式による用紙で、現に残存するものは、所

要の修正を加え、なお使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訓 令 

 

◎江東区訓令甲第１３号 

庁 中 一 般    

出  張  所    

事  業  所    

江東区職員服務規程等の一部を改正する規程を

次のように定める。 

  令和６年１０月３１日 

江東区長  大久保 朋 果  

   江東区職員服務規程等の一部を改正する規

程 

（江東区職員服務規程の一部改正） 

第１条 江東区職員服務規程（令和２年３月江東

区訓令甲第１号）の一部を次のように改正する。 

 別記第１号様式中「○印 」を削る。 

 別記第２号様式中「印」を削る。 

 別記第３号様式中「○印 」を削る。 

 別記第５号様式から別記第７号様式までの規

定中「印」を削る。 

（江東区職員の職務に専念する義務の免除に関す

る事務取扱規程の一部改正） 

第２条 江東区職員の職務に専念する義務の免除

に関する事務取扱規程（昭和４２年６月江東区

訓令甲第１６号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式中「印」を削る。 

（江東区職員の育児休業等に関する規程の一部改

正） 

第３条 江東区職員の育児休業等に関する規程

（平成２０年４月江東区訓令甲第３号）の一部

を次のように改正する。 

  別記第１号様式中 

「 氏名     印 」 

 を 

「 氏名      」 

に改める。 

 別記第２号様式中「請求者印」を「請求者」

に、「承認権者印」を「承認権者」に、「担当

者印」を「担当者」に改め、「○印 」を削る。 

  別記第３号様式中 

「 氏名     印 」 

 を 

「 氏名      」 

に改める。 

（江東区職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

https://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/page/SJMainMenu.jsf
https://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/page/SJMainMenu.jsf
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の一部改正） 

第４条 江東区職員の兼業許可等に関する事務取

扱規程（昭和５０年４月江東区訓令甲第３７

号）の一部を次のように改正する。 

  別記第１号様式及び別記第２号様式中「印」

を削る。 

（江東区清掃事務所労働安全衛生保護具措置規程

の一部改正） 

第５条 江東区清掃事務所労働安全衛生保護具措

置規程（平成１２年４月江東区訓令甲第１１

号）の一部を次のように改正する。 

  別記第２号様式中「印」を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令達の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際、この規程による改正前

の江東区職員服務規程、江東区職員の職務に専

念する義務の免除に関する事務取扱規程、江東

区職員の育児休業等に関する規程、江東区職員

の兼業許可等に関する事務取扱規程及び江東区

清掃事務所労働安全衛生保護具措置規程の別記

様式による用紙で、現に残存するものは、所要

の修正を加え、なお使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 

 

◎江東区告示第３７５号 

江東区立児童遊園条例（昭和５２年６月江東区

条例第１４号）第２条第２項の規定に基づき、以

下の児童遊園の面積を令和６年１０月１１日から

変更する。 

  令和６年１０月１１日 

江東区長  大久保 朋 果    

１ 面積を変更する児童遊園 
名称 位置 

江東区立清水橋

児童遊園 

江東区毛利二丁目１１番１号 

江東区毛利二丁目１３番４３号 

２ 面積 

別図のとおり
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[別図] 
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◎江東区告示第３７８号 

   国土調査による地図及び簿冊の作成公告に

ついて 

枝川二丁目地域内の土地について、国土調査法

（昭和２６年法律第１８０号）による地籍調査

（街区境界調査）を行い地図及び簿冊を作成した

ので、同法第２１条の２第３項の規定により公告

する。なお、当該地図及び簿冊は、下記のとおり

一般の閲覧に供する。 

令和６年１０月１６日 

 江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 地図及び簿冊の名称 

  街区境界調査図・街区境界調査簿 

２ 閲覧期間 

令和６年１０月１７日から 

            ２０日間 

令和６年１１月５日まで 

３ 閲覧場所 

  枝川区民館 

 枝川三丁目６番１６号（令和６年１０月１

７日～２０日） 

江東区防災センター３階境界確定係窓口 

東陽四丁目１１番２８号（令和６年１０月

２１日～令和６年１１月５日） 

４ 閲覧の結果、誤り等があると認める場合は、

上記の閲覧期間内に、当該調査を行った者に対

し、その旨の申出をすることができる。 

５ 誤り等申出書の用紙は、請求があれば閲覧場

所で交付する。 

６ 閲覧は、期間中毎日９時３０分から１７時ま

で行うこととする。（ただし、１０月２６日、

２７日、１１月２日、３日、４日を除く）。 

                    

◎江東区告示第３８０号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４

２条第１項第５号の規定に基づく道路について、

下記のとおり指定の変更（一部取消し）をした。 

 なお、関係図面は、本区都市整備部建築課にお

いて縦覧に供する。 

令和６年１０月１７日 

   江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 変更（一部取消し）に係る道路の種類 

法第４２条第１項第５号の規定による道路 

２ 変更（一部取消し）の年月日 

令和６年１０月１７日 

３ 変更（一部取消し）に係る道路の位置 

江東区南砂四丁目７０１番１２の一部、７０

１番１６の一部 

７０１番１８の一部、７０１番２１の一部、

７０１番２４の一部 

４ 変更（一部取消し）に係る道路の延長及び幅

員 

取消し 幅員４．００ｍ 延長２３．８２ｍ 

取消し（非常用通路）幅員２．００ｍ 延長

２０．１４ｍ 

                    

◎江東区告示第３８２号 

 令和６年１０月２１日江東区議会において認定

された下記の令和５年度江東区各会計歳入歳出決

算の要領を、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２３３条第６項の規定に基づき、監査委員

の意見と併せて、各会計歳入歳出決算書のとおり

公表する。 

令和６年１０月２１日 

  江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 令和５年度江東区一般会計歳入歳出決算 

２ 令和５年度江東区国民健康保険会計歳入歳出

決算 

３ 令和５年度江東区介護保険会計歳入歳出決算 

４ 令和５年度江東区後期高齢者医療会計歳入歳

出決算 

５ 令和５年度江東区各会計決算審査意見書・江

東区各基金運用状況審査意見書・江東区財政

健全化審査意見書 

                    

◎江東区告示第３８４号 

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和６年１０月２３日 

   江東区長  大久保 朋 果   

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第３９９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、自転車駐車場の
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指定管理者を下記のとおり指定したので告示する。 

  令和６年１０月３１日 

江東区長  大久保 朋 果 

           記 

１ 江東区立自転車駐車場（Ａブロック） 

(1) 施設の名称 

江東区立清澄白河駅地下自転車駐車場、江

東区立森下駅自転車駐車場、江東区立森下駅

第二自転車駐車場、江東区立森下駅地下自転

車駐車場、江東区立門前仲町黒船橋自転車駐

車場、江東区立門前仲町駅自転車駐車場、江

東区立門前仲町駅第二自転車駐車場、江東区

立越中島駅自転車駐車場、江東区立木場平木

橋自転車駐車場、江東区立木場舟木橋自転車

駐車場、江東区立木場自転車駐車場、江東区

立木場第二自転車駐車場、江東区立木場沢海

橋自転車駐車場 

(2) 指定管理者 

東京都中央区日本橋小網町７番２号 

サイカパーキング株式会社 

代表取締役 森井 清 

(3) 指定の期間 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１

日まで（５年間） 

２ 江東区立自転車駐車場（Ｂブロック） 

(1) 施設の名称 

江東区立住吉駅地下自転車駐車場、江東区

立住吉駅自転車駐車場、江東区立東陽町駅自

転車駐車場、江東区立東陽町駅第二自転車駐

車場、江東区立東陽町駅第三自転車駐車場、

江東区立東陽町駅第四自転車駐車場、江東区

立西大島駅自転車駐車場、江東区立西大島駅

第二自転車駐車場、江東区立大島駅地下自転

車駐車場、江東区立大島駅自転車駐車場、江

東区立東大島駅前自転車駐車場、江東区立東

大島駅自転車駐車場、江東区立東大島駅東自

転車駐車場 

(2) 指定管理者 

東京都中央区日本橋小網町７番２号 

サイカパーキング株式会社 

代表取締役 森井 清 

(3) 指定の期間 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１

日まで（５年間） 

                    

◎江東区告示第４０６号 

介護保険法第７８条の２第１項の規定により指

定地域密着型サービス事業者を指定したので、同

法第７８条の１１の規定に基づき、下記のとおり

告示する。 

令和６年１１月５日 

江東区長  大久保 朋 果 

           記 

１ 介護保険事業所番号  

  １３９０８００７３６ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  あづま家デイサービス亀戸中央 

江東区亀戸５‐６‐１常光ビル１階 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  有限会社川内鉄工工業 

江東区亀戸７‐６１‐６‐６０７セザール

亀戸 

代表取締役 和田 龍吉 

４ 指定年月日 

令和６年１１月１日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第４０７号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和６年１１月５日 

 江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３７１２１１９６０ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  ドレミハウス世田谷デイサービス 

   東京都世田谷区給田４‐２０‐８ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  ドレミハウス株式会社 

   東京都世田谷区給田４‐２０‐８ 

    代表取締役 福岡 欽也 

４ 廃止年月日 

  令和６年１０月３１日 

５ サービスの種類 

  地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第４０８号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

令和６年１１月５日 
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 江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３７０８０６６６１ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  ケア２１大島 

   東京都江東区大島６‐９‐７メイゾンキム

ラ１０２号室 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  株式会社ケア２１ 

   大阪府大阪市北区堂島２‐２‐２ 

    代表取締役 依田 雅 

４ 廃止年月日 

  令和６年１０月３１日 

５ サービスの種類 

  居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第４０９号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

令和６年１１月５日 

 江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３７０８０３６５０ 

２ 事業所の名称及び所在地 

 ラック亀戸 

   東京都江東区亀戸１‐８‐５小林ビルディ

ング１Ｆ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  株式会社ラックコーポレーション 

   東京都墨田区京島１‐４７‐１７ 

    代表取締役 長島 肇 

４ 廃止年月日 

  令和６年１０月３１日 

５ サービスの種類 

  居宅介護支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会告示第１５号 

 下記により、令和６年第１０回江東区教育委員

会定例会を招集する。 

  令和６年１０月２２日 

江東区教育委員会       

教育長  本 多 健一朗   

          記 

１ 日時 令和６年１０月２５日（金） 

午前１０時 

２ 場所 江東区役所 

３ 議題 

  日程第１ １ 教育長職務代理者の指定につ

いて 

４ 報告事項 

(1) 令和６年第３回区議会定例会（教育委員会

関係）について ほか 

                    

◎江東区教育委員会告示第１６号 

 下記により、令和６年第５回江東区教育委員会

臨時会を招集する。 

  令和６年１０月２８日 

 江東区教育委員会    

教育長  本 多 健一朗    

          記 

１ 日時 令和６年１０月３１日（木）  

午前１０時 

２ 場所 江東区役所 

３ 議題 

  日程第１ １ 教育委員会委員の議席の指定

について 
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告 示 （ 選 ） 

 

◎江東区選挙管理委員会告示第４９号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１

４４条の２第１項の規定により、令和６年１０月

２７日執行の衆議院（小選挙区選出）議員選挙

（東京都第１５区）におけるポスター掲示場を、

別紙のとおり設置する。 

令和６年１０月１４日 

     江東区選挙管理委員会
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◎江東区選挙管理委員会告示第５０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４

条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併

の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）

第４条第１項及び第５条第１項の規定による選挙

権を有する者の総数の５０分の１の数並びに地方

自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１

条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有

する者の総数の４０万を超える数の６分の１の数

と４０万の３分の１の数とを合算した数並びに市

町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及

び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者

の総数の６分の１の数は、次のとおりである。 

令和６年１０月１４日 

     江東区選挙管理委員会 

１ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 

８，６５２ 

２ 選挙権を有する者の総数の４０万を超える数

の６分の１の数と４０万の３分の１の数とを合

算した数 

１３８，７６１ 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数 

         ７２，０９３ 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第５１号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３

９条の規定により、令和６年１０月２７日執行の

衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に

おける、各投票区の投票所を別紙のとおり定める。 

令和６年１０月１５日 

    江東区選挙管理委員会
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◎江東区選挙管理委員会告示第５２号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４

８条の２第６項により準用される第３９条（及び

第４０条第１項但書）の規定により、令和６年１

０月２７日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所

裁判官国民審査における期日前投票所を、次のと

おり定める。 

令和６年１０月１５日 

     江東区選挙管理委員会 
期日前投票

所の建物名

称 

所  在  地 

当該期日前投票

所を設ける期間

及び時間 

江東区役所 
江東区東陽四丁目

１１番２８号 

令和６年１０月

１６日から１０

月２６日まで 

午前８時３０分

から午後８時ま

で 

豊洲シビッ

クセンター 

江東区豊洲二丁目

２番１８号 

森下文化セ

ンター 

江東区森下三丁目

１２番１７号 

 

 

 

 

令和６年１０月

２０日から１０

月２６日まで 

午前８時３０分

から午後８時ま

で 

富岡区民館 
江東区富岡一丁目

１６番１２号 

小松橋区民

館 

江東区扇橋二丁目

１番５号 

カメリアプ

ラザ 

江東区亀戸二丁目

１９番１号 

総合区民セ

ンター 

江東区大島四丁目

５番１号 

砂町区民館 
江東区北砂四丁目

７番３号 

南砂区民館 
江東区南砂六丁目

８番３号 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第５３号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４

９条の２第４項により読み替えて適用される第４

８条の２第１項の規定により、令和６年１０月２

７日執行の衆議院議員選挙における在外選挙人に

係る期日前投票所を、次のとおり指定する。 

令和６年１０月１５日 

     江東区選挙管理委員会 
期日前投票

所の建物名

称 

所  在  地 

当該期日前投票

所を設ける期間

及び時間 

江東区役所 
江東区東陽四丁目

１１番２８号 

令和６年１０月

１６日から１０

月２６日まで 

午前８時３０分

から午後８時ま

で 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第５４号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３

７条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年政

令第８９号）第２４条第１項の規定により、令和

６年１０年２７日執行の衆議院議員選挙及び最高

裁判所裁判官国民審査における投票管理者及び同

職務代理者を、別紙のとおり選任した。 

令和６年１０月１５日 

     江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第５５号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３

７条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年政

令第８９号）第２４条第１項の規定により、令和

６年１０月２７日執行の衆議院議員選挙及び最高

裁判所裁判官国民審査における期日前投票所の投

票管理者及び同職務代理者を、別紙のとおり選任

した。 

令和６年１０月１５日 

     江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第５６号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

４条の規定により、令和６年１０月２７日執行の

衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の

開票場所及び日時を、次のとおり告示する。 

令和６年１０月１５日 

     江東区選挙管理委員会 

１ 開票場所  江東区スポーツ会館 

  江東区北砂一丁目２番９号 

２ 開票日時  令和６年１０月２７日 

  午後９時開始 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第５７号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年政

令第８９号）第６７条第１項の規定により、令和

６年１０月２７日執行の衆議院（比例代表選出）

議員選挙における開票管理者及び同職務代理者を、

別紙のとおり選任した。 

令和６年１０月１５日 

     江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第５８号 
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 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

２条第６項の規定により、令和６年１０月２７日

執行の衆議院（比例代表選出）議員選挙における

江東区開票区の開票立会人のくじを行う場所及び

日時を、次のとおり告示する。 

令和６年１０月１５日 

     江東区選挙管理委員会 

１ 場所 江東区役所 

 江東区東陽四丁目１１番２８号 

２ 日時 令和６年１０月２４日 

午後５時３０分開始 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第５９号 

 令和６年１０月１５日付江東区選挙管理委員会

告示第５４号の一部を別紙のように改める。 

令和６年１０月１６日 

     江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第６０号 

 令和６年１０月１５日付江東区選挙管理委員会

告示第５４号の一部を別紙のように改める。 

令和６年１０月１７日 

     江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第６１号 

 令和６年１０月１５日付江東区選挙管理委員会

告示第５４号の一部を別紙のように改める。 

令和６年１０月２２日 

     江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第６２号 

 令和６年１０月１５日付江東区選挙管理委員会

告示第５４号の一部を別紙のように改める。 

令和６年１０月２２日 

     江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第６３号 

 令和６年１０月１５日付江東区選挙管理委員会

告示第５４号の一部を別紙のように改める。 

令和６年１０月２６日 

     江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

 

 

告 示 （ 選 挙 長 ） 

 

◎衆議院議員選挙（東京都第１５区）選挙長告示

第１号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第７

６条で準用する第６２条第６項の規定により、令

和６年１０月２７日執行の衆議院（小選挙区選

出）議員選挙（東京都第１５区）における選挙立

会人を定めるくじを行う場所及び日時を次のとお

り告示する。 

令和６年１０月１５日 

衆議院（小選挙区選出）議員選挙（東

京都第１５区） 

選挙長 小 西 典 子 

１ 場所 江東区役所 

江東区東陽四丁目１１番２８号 

２ 日時 令和６年１０月２４日 

 午後５時３０分開始 
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区 議 会 

 

◎区議会議決事項（令和６年第３回定例会） 

９月１９日から１０月２１日まで会期３３日間

にわたって開会した令和６年第３回江東区議会定

例会において、別記の事項を議決した。 

１ 議案（区長提出） 

議案第８４号 保育所の指定管理者の指定に

ついて 

議案第８５号 児童館の指定管理者の指定に

ついて 

議案第８６号 子ども家庭支援センターの指

定管理者の指定について 

議案第８７号 区立都市公園の一部における

指定管理者の指定について 

議案第８８号 区民農園の指定管理者の指定

について 

議案第８９号 図書館の指定管理者の指定に

ついて 

議案第９０号 自転車駐車場の指定管理者の

指定について 

議案第９１号 福祉会館の指定管理者の指定

について 

議案第９２号 江東区スポーツ会館改修工事

請負契約 

議案第９３号 江東区スポーツ会館電気設備

改修工事請負契約 

議案第９４号 江東区スポーツ会館機械設備

改修工事請負契約 

議案第９５号 江東区障害者福祉センター改

修工事請負契約 

議案第９６号 江東区障害者福祉センター電

気設備改修工事請負契約 

議案第９７号 江東区障害者福祉センター機

械設備改修工事請負契約 

議案第９８号 江東区深川南部保健相談所外

１ヶ所改修工事請負契約 

議案第９９号 江東区深川南部保健相談所外

１ヶ所電気設備改修工事請負

契約 

議案第１００号 江東区深川南部保健相談所

外１ヶ所機械設備改修工事

請負契約 

議案第１０１号 災害備蓄用ウェットティッ

シュ供給契約 

議案第１０２号 江東区個人番号の利用並び

に特定個人情報の利用及び

提供に関する条例の一部を

改正する条例 

議案第１０３号 江東区職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正す

る条例 

議案第１０４号 江東区職員の勤務時間、休

日、休暇等に関する条例の

一部を改正する条例 

議案第１０５号 江東区立学校の学校医、学

校歯科医及び学校薬剤師の

公務災害補償に関する条例

の一部を改正する条例 

議案第１０６号 江東区立幼稚園教育職員の

勤務時間、休日、休暇等に

関する条例の一部を改正す

る条例 

議案第１０７号 江東区国民健康保険条例の

一部を改正する条例 

（以上１０月２１日原案可決） 

２ 選任同意（区長提出） 

議案第１０８号 江東区教育委員会委員選任

同意方について 

大久保 善 子 

議案第１０９号 江東区監査委員選任同意方

について 

佐 竹 敏 子 

（以上１０月２１日同意） 

３ 議案（議員提出） 

議員提出議案第５号 固定資産税及び都市計

画税の軽減措置の継続

を求める意見書 

（１０月２１日原案可決） 

４ 認定 

認定案第１号 令和５年度江東区一般会計歳

入歳出決算 

認定案第２号 令和５年度江東区国民健康保

険会計歳入歳出決算 

認定案第３号 令和５年度江東区介護保険会

計歳入歳出決算 

認定案第４号 令和５年度江東区後期高齢者

医療会計歳入歳出決算 

（以上１０月２１日認定） 

５ 請願・陳情 

６陳情第３７号 固定資産税及び都市計画税

の軽減措置の継続について

意見書の提出に関する陳情

外１件（同一趣旨の陳情外

１件 ６陳情第４３号） 
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５陳情第２３号 江東区立ドッグラン設置に

関する陳情 

（以上１０月２１日採択） 
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